
　前回に引き続き、令和6年度の主な税制改正についてご紹介いたします。

今回は、個人所得課税における主な改正内容についてご紹介いたします。

所得税・個人住民税の定額減税

納税者及び配偶者を含めた扶養親族１人につき、所得税３万円・個人住民税１万円を控除する。

ただし、令和6年分所得税の納税者である居住者で令和６年分の所得税に係る合計所得金額

が1,805万円以下である場合に限る。

【所得税の減税について】

【住民税の減税について】

個人住民税（地方税）の減税については、以下の通り実施します。詳細については、お住まい

の自治体（市区町村）または、総務省自治税務局市町村税課にお問い合わせください。

住宅ローン控除の拡充（子育て支援税制の先行対応）

住宅ローン控除について、令和６年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、

認定住宅は5,000万円、ＺＥＨ水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000

万円へと上乗せする。また、床面積要件は、合計所得金額1,000万円以下のものに限り

40㎡に緩和する。

令和6年度の主な税制改正について



森林環境税について

 森林環境税とは、2024（令和6）年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税

であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その

税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。


